
長澤運輸２０条裁判全面勝利判決！

2016年５月第７号

全日建運輸連帯労組に所属する長澤運

輸の３人の組合員が労契法２０条を活用し、

定年後に再雇用された労働者の賃金差別

の是正を求めた裁判の判決が５月 １３日、

東京地裁（佐々木宗啓裁判長）でありまし

た。判決はほぼ原告側主張を１００％認め

た全面勝利判決でした。

判決は再雇用後の賃金規定は同法に違

反すると認めたうえで、①就業規則等、正

社員と同じ地位にあること、②過去分の差

額を支払いを認めました。

労契法２０条が定年後の再雇用にも適用

され、正社員と同じ就業規則が適用される

とし、賃金水準を下げることは違法である

とした、まさに画期的な判決です。

この裁判の主任弁護士で、郵政２０条裁

判の弁護団の一員でもあり、支える会の共

同代表でもある宮里邦雄弁護士は「一番

いい見解が出され、私たちが一番望むい

い判決だ」と感想を述べられました。また、

「郵政の裁判にも必ずいい影響がある」とい

いました。

定年後、再雇用の労働条件への労契法 ２０

条の適用は郵政の高齢者再雇用の労働条件

（とりわけ、フルタイムでも賃金が７５％以下）

も当然対象となり、社会的な影響も大きいと

言えます。宮里弁護士もこの点を指摘してい

ました。

この勝利を糧に郵政２０条裁判、そして全て

の２０条裁判に勝利していきましょう。

メトロコマース裁判（第16回）

■６月２３日（木）

１０時３０分～１７時

■東京地裁７０９号法廷

◇証人尋問

＜午前＞

会社側証人 総務部長

＜午後（１３時～）＞

原告側本人尋問 ４名

労契法２０条裁判日程

★５月１９日（木）１０時

○千葉内陸バス裁判

・東京地裁７０９号

★６月２３日（木）１６時３０分

○第１３回郵政東日本裁判・進行協議

・東京地裁

★７月６日（水）

第８回郵政西日本裁判・口頭弁論

・大阪地裁８０９号

会員継続のお願い

継続納入がまだの方はよろしくお願いします。

◇年会費

個人会員 １，０００円

団体会員 ３，０００円

◇口座番号 00170-7-386997

◇加入者名 郵政２０条裁判を支える会

〒170-0012 東京都豊島区上池袋2-34-2
TEL:03-3837-5391/FAX:03-3837-5392
ﾒｰﾙ ：sasaerukai@20jyosaiban.net
ＨＰ：http://www.20jyosaiban.net/

労働契約法２０条裁判をたたかう郵政原告団を

支える会ニュース



＜西日本訴訟裁判報告＞

４月２７日、大阪地裁８０９号法定で西日本

訴訟第８回口頭弁論が開催された。また、裁

判終了後、進行協議も開催された。裁判は、８

０名をこす支援、傍聴者が詰めかけ地裁廊下

は支援者で埋め尽くされた。

今回の裁判では、２月２日付で被告が第４

準備書面を提出、それに対して原告は、３月３

１日と４月２１日にそれぞれ準備書面を提出し

たことをうけて６月２２日までに被告が新た

な準備書面を提出することが確認された。

また、中西原告について当該の個別事情で

原告の取り下げがなされたことが確認され

た。

続いて行われた進行協議では、①労働条

件整理表（制度面）を原告は加筆して次回期

日までの提出すること。②原告側は、労使交

渉や歴史的経緯が考慮要素に該当しないこ

とを総論的に反論する書面を準備する。③裁

判所から人証についての準備を開始しても

らいたい指示が行われた。裁判は、証人調べ

の段階に移る重要な段階を迎えようとして

いる。

裁判終了後、中之島中央公会堂で行われ

た報告集会には８０名以上の仲間が結集し約１

時間にわたって集会がもたれた。集会では、

西日本事務局から労契法１８条にもとづく無

期転換ルールが１年半前倒しされることとな

った経過と問題点が詳しく報告された。その

後、中島弁護士から裁判と進行協議の報告が

行われた。連帯の挨拶として大阪労連、京都

総評、大阪全労協、天六ユニオン、京都ユニオ

ン、ＪＡＬ争議団からそれぞれ力強いアピール

を受けた。集会は、最後に原告からの決意表

明をうけ近畿地本熊谷委員長のまとめと団

活ガンバローで終了した。

西日本裁判第９回口頭弁論

★７月６日（水）午前１１時

・大阪地裁８０９号法定

西日本提訴２周年記念集会＆

労契法２０条裁判フェスタ

★７月１８日（月・祝）午後１時半から

・住まい情報センター（天六）

熱気に溢れ、会場一杯の中之島中央公会堂での報告集会


